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　「勝つぞ！団結筒賀っ子」のテーマの

ように、団結してがんばることができま

した。最後まであきらめませんでした。

　今年の運動会は、第40回の記念

大会でした。私は開会式の挨拶をし

ました。朝礼台に立つ時、とても緊

張しましたが、最後まで堂々と挨拶

できました。

　また、園児・児童との宣誓では、

大きな声で言うことができ、中学生

としてリードし「やりがい」を感じ

ることができました。

　競技では私の組は負けてしまいま

したが、ヘトヘトになるまで全力を

尽くすことができ、大満足でした。

筒賀小学校６年　那
な
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　赤組は負けてしまったけど、全力を出

した今年の運動会は小学校生活最高の運

動会になりました。
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５月１８日　筒賀　保・小・中合同運動会

　初めての団長はとても緊張しました。

本番では、団長の役割を無事にやりきる

ことができてよかったです。

筒賀小学校６年　佐
さ
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そう
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元気いっぱいがんばりました!!
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　テーマ「熱闘」のとおり、私たちは太陽の下で熱い闘いを繰り広げました。

　笑顔と感動があふれ、１年生から３年生まで全員がステップアップしたこ

の運動会をとおして、今年度の戸中が本当の意味でスタートを切ったのだと

思います。

５月１８日　戸河内中学校

　今年のテーマであった「魂」という字と運動会は、

たくさんの意味で忘れられないものとなった。テーマ

の印象が強いと、それだけ練習意欲も出てくるものだ

と思っている。なので、今年のテーマを「魂」一文字

に決めてくれた応援リーダーの方々には、本当に感謝

の気持ちを伝えたい。

　前年度の春休みという、とても前からこの運動会を

成功させるために頑張ってくれた応援リーダーの皆さ

んには、苦労もたくさんあったと思う。だが、一番達

成感を感じているのはやはり応援リーダーの皆さんだ

とも思う。

　他の１・２・３年生も同じ目標をもてたからこそ、

最後まで全力でがんばれた。自分たち３年生にとって

は最後の運動会だったが、最後というものに関係なく

「ただ一つの運動会」を創りあげることができた。こ

のメンバーで行うことができ、本当によかった。

戸河内中学校生徒会長　佐
さ

々
さ

木
き

　瞳
るい

５月１０日　加計中学校

加計中学校３年　佐
さ
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輔
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平成26年度　新規補助制度のご案内

　町では、町内において新規分野への事業開発（新たにビジネスを始められる方、事業継承活動、ＩＴ活
用ビジネスをお考えの方）等を応援する「がんばるビジネス応援補助金制度」をスタートします。
　該当するビジネスや事業などありましたらぜひご相談ください。　
　※予算の範囲内で実施するため、年度の途中で補助を終了する場合がありますので予めご了承ください。
　※各種事業の申請は、必ず事業開始前に行うことが必要です。【締切り：12月末日】

詳しくは、商工観光課までお問い合わせください。●問い合わせ先／商工観光課　☎28−1961

がんばるビジネス応援補助金制度のご紹介！

新たな取組や付加価値の創出、経営の多角化、異業種参入、
設備導入等、新たなビジネスモデル展開や設備導入等を支援

町内において新しく事業を起こし、有益な事業計画として町
長が認定した中小企業等を支援します。

経営者自らの技術継承または事業の継承を受けようとする者
が行う技術取得、研修、販路開拓、建物改修、機械修繕・購
入等

町内においてITを活用したビジネス展開を支援
 【Web活用、ポータルサイト解説】

中小企業等が行う新技術・新製品の研究開発を支援

新規出店、開業時に行う広告宣伝を支援
（出店から３か月以内）

安芸太田町の地域資源（一次産品、特産品、伝統食等）を活用し
た新たな産品開発を支援（６次産業開発支援など）

町内にある空き店舗への賃貸（購入）等による新たな出店を
支援

補助限度額200万円
（経費の1/2以内）

補助限度額200万円
（施設整備などの経費の1/2以内）
補助限度額 50万円
（技術の習得などの経費の1/2以内）

補助限度額100万円
（経費の1/2以内）

補助限度額 20万円
（経費の1/2以内）

補助限度額 50万円
（経費の1/2以内）

①新分野への進出を支援します

②町内での起業を支援します

③事業継承を支援します

④IT活用ビジネスを支援します

購入⇒補助限度額100万円
改修⇒補助限度額200万円
賃貸⇒月5万円まで
（経費の1/2以内）

補助限度額200万円
（設備導入等の1/2以内）
補助限度額 50万円
（技術取得等の1/2以内）

補助限度額 50万円
（技術の取得等の経費の1/2以内）
補助限度額100万円
（IT環境整備等の経費の1/2以内）

安芸太田町が

「全力で」

応援します !

※安芸太田町商工会および広島市産業振興センター等相談期間があります。（詳しくは５ページに）
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◆と　　き／原則毎週月・火曜日の9～13時、
　　　　　　水～金曜日の13時～17時

◆と こ ろ／広島ミクシス・ビル２階
　　　　　　（広島市西区草津新町1−21−35）
◆申込方法／申込書は当センターのホームペー
　　　　　　ジからダウンロード可能。また、
　　　　　　商工観光課、商工会にもあります。
　　　　　　URL http://www.assist.ipc.
　　　　　　　　  city.hiroshima.jp/
◆申込み先／当センター経営革新担当へ

安芸太田町商工会から
「専門家派遣事業」のお知らせ

●新分野進出に際して助言を受けたい
●生産性向上のために社内のＩＴ化を進めたい
●就業規則や賃金規則を見直したい
●工場の管理体制等について改善したい
●助成金申請に際し事業計画を作りたい
●ＩＳＯを取得したい
●店舗・商品・ロゴなどのデザインを検討したい
●経営改善計画の作成とフォローアップ支援を
　受けたい
●広島県経営革新計画の承認に挑戦したい
※就業規則作成や申請手続き等の代行業務は行いません。

●問い合わせ先／安芸太田町商工会 ☎28−2504

　商工会では専門家派遣事業を行っています。

経営に関わる各分野の専門家が、課題解決のお

手伝いをします。派遣による相談は 3回まで無

料です。専門家派遣を希望する場合は、商工会

へご相談ください。

経営上のご相談に専門家が
無料で助言します。

※今年度から安芸太田町の中小企業者および創

　業予定者も対象となりました。

●問い合わせ先
　公益財団法人広島市産業振興センター
　中小企業支援センター経営革新担当
　　　☎　082−278−8032
　　ＦＡＸ082−278−8570

●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121

電話相談窓口（法務省人権擁護局　全国人権擁護委員連合会）
平日／午前8時30分～午後5時15分

女性の人権ホットライン

みんなの人権110番
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～ひとりで悩まずに、 お気軽にご相談ください～
暮らしの総合相談所開設日：6月12日（木）10時～15時（安芸太田町役場東館）

※人権擁護委員、役場（本庁、各支所住民生活課）においても、相談に応じています。

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間の実施について
　法務局・地方法務局および都道府県人権擁護委員連合会では、いじめや児童虐待など、子ど

もたちが発する信号をいち早くキャッチし、問題の解決を支援するため、専用電話相談「子ど

もの人権110番」を常時開設しています。

　6月23日（月）から6月29日（日）の間を、全国一斉「子どもの人権110番強化週間」とし、同

週間中は、広島法務局および広島県人権擁護委員連合会において、受付時間を延長して電話相

談を受け付けます。

【相談時間】
　・６月23日（月）から６月27日（金）までは
　　　午前8時30分から午後7時まで 
　・６月28日（土）および6月29日（日）は
　　　午前10時から午後5時まで

子どもの人権110番
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　平成26年８月末から光回線サービス開始予定で整備中の加計ビル（「22」「25」から始まる電話番号番

号）および戸河内ビル（電話「28」から始まる電話番号）の地域を対象とした加入説明会を行います。

　光回線によるいろいろなサービスについて説明しますので、是非ご参加ください。

　なお、参加された方全員に、ＮＴＴ西日本から粗品を進呈します。

光回線への加入説明会を開催します
加計ビル（「22」「25」から始まる電話番号）・戸河内ビル（「28」から始まる電話番号）の地域

会　　　　場 日　　　　時 想定対象振興会
津浪小学校　体育館 ６月10日（火） 夜７時～８時 津浪振興会
香南文化センター ６月11日（水） 夜７時～８時 香南振興会
至誠文化センター ６月12日（木） 夜７時～８時 至誠連合会

太田川交流館かけはし ６月13日（金） 夜７時～８時 尚志振興会、中央福祉会、川北振興会
三郷連絡協議会、川西振興会

川・森・文化・交流センター ６月14日（土） 朝11時～12時 加計ビル「22」「25」から始まる電話
番号全域

温井文化センター ６月16日（月） 夜７時～８時 温井自治会
木坂集会所 ６月17日（火） 夜７時～８時 浄善福祉会
殿賀ふれあいプラザ ６月18日（水） 夜７時～８時 殿賀振興会
北部集会所 ６月19日（木） 夜７時～８時 北部開発協議会

安芸太田町役場本庁
東館大集会室 ６月20日（金） 夜７時～８時

下本郷自治会、上本郷自治会、下田吹
自治会、上田吹自治会、吉和郷自治会
遊谷自治会、土居自治会、打梨自治会
那須自治会、横川自治会

安芸太田町役場本庁
東館大集会室 ６月21日（土） 朝11時～12時 戸河内ビル「28」から始まる電話番号

全域

四合生活改善センター ６月23日（月） 夜７時～８時 柴木自治会、川手自治会、
梶ノ木自治会、板ケ谷自治会

寺領農業構造改善センター ６月24日（火） 夜７時～８時 与一野自治会、才中得自治会
寺領自治会、長原自治会

上殿コミュニティセンター ６月25日（水） 夜７時～８時 箕角自治会、中央自治会、長田自治会

※説明会の内容は、全会場同じものです。
※筒賀ビル（「32」から始まる電話番号）加計南ビル（「23」「25」から始まる電話番号）松原ビル（「29」
　から始まる電話番号）猪山ビル（「26」から始まる電話番号）は、11月以降に説明会を実施する予定
　です。詳しくは、別途、広報および防災無線等でお知らせします。

高速ブロードバンド基盤整備促進事業

光ファイバー
高速通信が

大容量
No.8

やってきます
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　大きく２つの方法があります。
　●加入申し込みに関する質問は、株式会社ＬＥＡＤ（ＮＴＴ西日本広島支店販売業務委託会社）
　　☎0120−727−666　受付時間／午前９時～午後７時へお問い合わせください。

②戸別訪問時に申し込む
　　加入説明会終了後、ＮＴＴ西日本広島支店販売業務委託会社である株式会社ＬＥＡＤのスタッ
　フが地域を訪問します。地元取次店も訪問される場合もあります。この時にスタッフへ加入する
　旨を伝えられますと必要な手続きが案内されます。
　　※地元取次店／㈱前垰電機商会（エディオン加計店）、㈱くりす電化センター
　　　　　　　　　時工舎時計店、森脇電器

①地元取次店に申し込む
　●㈱前垰電機商会（エディオン加計店）☎22−1171　●㈱くりす電化センター　☎28−2226
　●時工舎時計店 ☎22−0255　●森脇電器 ☎22−1488 のいずれかの店舗にてお申し込みください。

お申し込み方法についてお知らせします

株式会社ＬＥＡＤはＮＴＴ西日本の販売業務委託会社です。必ず写真付きの証明書を提

示します。もし、他の業者が訪問した場合は、詐欺等の可能性もありますので、注意し

てください。

ご注意

●問い合わせ先／総務課　☎28−2111

安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会通信

祝 森林セラピーⓇ基地一周年!
　安芸太田町は平成25年５月25日に広島県で最初の森林セラピー基地とし

てグランドオープンし、平成25年度は696人の皆さんに森林セラピーを体

験していただきました。

　今年度は５月末までに里山探検ツアーで34人、一般のお客さまで63人、

合計97人の皆さんに体験いただいています。

　今後も森林セラピー活動の更なる推進をはかり誘客に努めていきたいと思

います。皆さんのご理解、ご協力をよろしくお願いします。

●５月 ３日　恐羅漢森林セラピー＋ 25万株の水仙畑でハンモック
●５月11日　津浪地区の里山ハイキング＋山菜料理体験
●５月17日　龍頭峡森林セラピー＋井仁の棚田で田植え体験
●５月24日　三段峡黒淵コースで森林セラピー＋お寺でヨガ体験

森林セラピー里山探検ツアーを行いました！

●問い合わせ先／商工観光課　☎28−1961

もりみんの森 検索詳しくは ➡️◎現在、このあきおおたの癒しの森を案内する「あきおおた
　里山ガイド」を養成する講座を開講中です。興味のある方
　は安芸太田町ヘルスツーリズム推進協議会事務局まで。
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◆ご意見募集期間／4月28日～5月15日　◆ご意見の件数／７件（町内在住者６件、町外在住者１件）

第二次安芸太田町長期総合計画基本構想（骨子案）
に対するご意見について

　
「第二次安芸太田町長期総合計画基本構想（骨子案）」に対するご意見を募集したところ、町内外から
次のご意見が寄せられました。いただいたご意見は、今後の計画策定の参考にします。
ご協力ありがとうございました。

全　　　 般

・住み続けたい方が100％に近づくような未来を構築する。（男性60代）	

・馬鹿げていてもインパクトのあるまちづくりを検討してほしい。（男性60代）	 	 	

・社会情勢へ連動した素早い展開が求められるため、期間の短縮が必要。（男性60代）	 	

・「人情」の表現を「人と人とのつながり」「心と心のふれあい」などやわらかい表現にする。	

　（男性60代）	 	 	 	 	 	 	 	 	

・全体的に内向きで内部の意見や状況をベースに検討されているように感じる。外部の人の

意見や考えを取り入れべき。（男性60代）

・人口減少将来予測に関し、危機感を持った計画づくりが必要である。（男性60代）	

・労働人口の減少は全ての施策に影響する。（男性70代）	

・安芸太田だからこその特質性、小さい町の優位性、時代に対応するための緊急性をビジョ

ンとして明確に打ち出してほしい。（男性60代）

・「めざす将来像」にインパクト、斬新さ、イメージの湧きやすさがない。（男性60代）	

・今後の実施計画（施策）づくりにおいて、施策の整合を図ることが必要。（男性60代）	

・「ほどほど」「とびきり」「ちょうどいい」等の表現について、説明がなければ分かりにくい。

　（男性60代）

・安芸太田町の将来を考えると今何が必要であるか十分に認識し、地域住民が安心して将来

に向け、生活できる計画が必要。（男性60代）	

定住・人口対策 ・若者向け賃貸マンションなど住環境の整備（男性60代）

子育て・教育
次 世 代 育 成

・小学校から外国語（英語とその他の言語）に親しむ国際感覚の先取り教育。（男性60代）

・「教育の町」を魅力とした定住促進。（男性60代）

・結婚への関心を持ってもらうための婚活推進。（男性60代）

・地元中学校と加計高等学校の連携型一貫教育による加計高校の魅力づくりが必要。（男性70代）

社会基盤・防災
・災害時の食料備蓄等町民の安心、安全を守る方策をまず具体的に明確に示す必要がある。	

　（男性60代）

生 活 利 便 性
環 境

・交通利便性を考えた本庁の位置と支所機能の強化。（男性60代）

・学校統合に伴う校舎と跡地の活用。（男性60代）

・過疎地域におけるエネルギー供給問題の検討が必要。（男性60代）

・森林の間伐材を利用して発電する。（男性60代）

産 業・ 雇 用

・人工林の利用促進のため耐火集成材やCLT（直交集成材）の検討もお願いしたい。（男性60代）

・地場経済再生に向けた新しいまちづくりへの投資（男性60代）

・基本経済の受け皿となる商業市街地のハード・ソフトでの思い切った立て直し。（男性60代）

・旧ＪＲ跡地をサイクリングロードとして活用する。（男性60代）

・やりたいことをカタチにできる助言者、リーダーに町内の担い手育成を協力してもらう。

または担い手研修を行う。（男性70代）	

・山林、河川の環境保全と資源の活用による観光振興（森林セラピー、川釣り、ホタル等）　

　（男性70代）		 	 	 	 	 	 	 	

・雪や野生生物をテーマとしたイベントや季節、コミュニケーションを感じるイベントを開

催。（男性70代）	 	 	 	 	 	 	 	 	

・地域産品の振興（地産地売）（男性70代）

・町内観光ルートの創設と誘導、近隣市町との広域観光ルートの創設と誘導。（男性70才）

コミュニティ
・小さい集落が残っているがなんとか再生させ、日本の原風景を蘇らせる。（男性60代）

・自治振興会を強力にして活動してもらう仕組みを関心を持ってもらう取組み。（男性70代）

●問い合わせ先／地域づくり課　☎28−2112
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地域みんなで加計高を支えよう！

【教育委員会・地域づくり課】

　４月20日、川登で開催された「ビオトープ杯アマゴ釣り
大会」に、加計高生６名がボランティアスタッフとして参
加しました。
　もちつきや釣った魚の計量などの運営のお手伝いをし、
加計高生の力で大会を大いに盛り上げました！

　６月７、８日の両日、加計地区で開催される「かえるまつり」
に向けて、加計高生が加計小児童の皆さんや住民の方と一緒に街
並みの清掃を行いました。
　ガードレール、道路脇を主に清掃し、来場者の皆様に気持ち良
くお越しいただく準備を整えました。
　なお、「かえるまつり」２日目には加計高軽音部が出演するの
で、要チェックですよ！

　上記のかえるまつりに加え、６月15日に加計高オープンスクール、21日、22日に加計高祭が行わ
れます。
　また、６月14日午後開催される「湯﨑英彦のチャレンジトーク」では、３年生の小

お
田
だ
竜
たっ
平
ぺい
君が「私

の夢」と題し県知事の前で意見を発表します。

　ここで、皆さんにクイズ。加計高校の校章は以下のうちどれでしょう？

◎正解された方の中から抽選で２名の方に、加計高オリジナルグッズをプレゼントします!!
　応募先はこちら
　〒731－3810 山県郡安芸太田町大字戸河内784－１ 安芸太田町役場地域づくり課　西尾友宏まで
　ハガキに、お名前、郵便番号、住所、年齢、電話番号、クイズの答え、加計高校に関するご意見、
　メッセージをお書きの上、ご応募ください。締切りは、6月30日（月）必着です。
　なお、当選された方の発表は発送をもって代えさせていただきます。
　（現役加計高生のみんなは応募不可ですよ〜）

　男子バレー部と初出場の卓球部が地区予選を勝ち上がり、県総体への出場が決定しました。
　男子バレー部は４年連続出場です。山あいの小さな学校から大きな舞台へ躍進です。

◆◆GO!GO!加計高プロジェクト発進◆◆

☆男子バレー部と卓球部、 県総体出場決定!

☆アマゴ釣り大会に協力しました!

☆かえるまつりに向けて清掃を行いました!

☆６月はイベントが盛りだくさん!

☆加計高クイズ!

アマゴ釣り大会の様子 ▼

▲清掃活動の様子

① ② ③

〔地域おこし協力隊　西尾友宏〕
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避難所よりも自宅（２階や離れ等）が安全な場合は、避難中の事故防止のため、
避難勧告が出ても外出しないでください。

自宅が危険な場所にある場合は、できるだけ早めに避難所に避難してください。
近くに避難所がない場合は、安全な隣人宅、親類宅への避難もご検討ください。

気象台が「土砂災害警戒情報」や「洪水警報」を発表した時が自主避難開始の目安です。

※気象警報や避難勧告がなくても、災害の前兆現象など危険を感じたら避難を始めてください。
※消防団が避難勧告を伝えにきたときには、必ず避難してください。
※雲の動きは予測困難で、短時間で状況が変わることもありますので、防災無線やテレビなどの
　気象情報には十分注意してください。
※避難場所となる集会所等は、消防団が屯所に待機する時点で、開けておいてください。

※避難先がわからない場合は、役場総務課防災担当（☎28−2111）にご相談ください。

●問い合わせ先／総務課　☎28−2111

どこへ避難すればいい？

いつ避難すればいい？

1. 自宅待機

2. 避難所等

　近年、記録的な大雨等により全国各地で甚大な被害が発生していること
から、内閣府をはじめ全国的に避難体制の見直しが進められています。
　ご家庭でも、土砂災害や洪水災害にあわないために、「いつ」、「どこへ」
避難するのかを、今一度、ご確認ください。

気象情報等 発表機関 発表時期 住民の皆さんの行動（例）
大 雨 警 報 気 象 台 大雨を降らせる雲が接近する時 非常持出品の準備

消 防 団 待 機 役 場 役場が警戒体制をとった時 戸締りや火の元の確認

土砂災害警戒情報
気象台等

土砂災害の危険が高まった時 自主避難の開始
※自宅待避世帯を除く。洪 水 警 報 洪水災害の危険が高まった時

避 難 勧 告 役 場 避難の必要な地区がある時 避難の開始
※自宅待避世帯を除く。

住宅の新築・リフォームの計画はありませんか 広告

一級建築士が住まいのご相談に乗ります。
見積は無料です。お気軽にご相談ください。

土木・建築設計施工

筒賀建設株式会社

☎0826−28−1877

一級建築士事務所　ISO9001認証取得

本　社／安芸太田町大字中筒賀540−2
事務所／安芸太田町大字上殿1791−1

●畦畔・農業施設
●宅内排水工事
●浄化槽設置工事
●空家の管理

その他こんな事も…

ひろしま環境の日
広島県では、毎月第一土曜日を「ひろしま環境の日」
と定めています。まずは、できることから!! みんなで
エコな活動を率先して実践していきましょう。

7月5日（土） のテーマは、

「やってみよう省エネ生活！」
～不要な照明は消そう～

●問い合わせ先／住民生活課　☎28−2116
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　５月22・23日、町内の６年生が修学旅行
で九州方面へ行きました。児童37人で行っ
た思い出いっぱいの修学旅行の感想を紹介
します。

★殿賀小学校

★修道小学校

★加計小学校 ★筒賀小学校
　いのちの旅博物館では、エン

バイラマ館で動く恐竜が、迫力

がありおもしろかったです。

　九十九島観光ホテルでは、部

屋の人と仲良くなれました。み

んなで、こわい話や夏の合宿の

ことなどを話してとても楽し

かったです。

　大勢の同級生と過ごした２日

間は、特別な時間となりました。

普段は味わえない楽しさを味わ

うことができたからです。

　多くの皆さんのおかげでこの

修学旅行を楽しく終えることが

できました。ありがとうござい

ました。

　いのちの旅博物館には、いろ

いろな動物・魚・恐竜がいると

聞いていたので楽しみにしてい

ました。実際に入ってみると、

恐竜の骨や化石など多くの物が

あり、昔の暮らしの様子につい

て楽しく知ることができて本当

に良い経験になりました。

　吉野ヶ里歴史公園では、カメ

棺墓や高床式倉庫などを見まし

た。昔の人のくらしに触れるこ

とができ、とても勉強になりま

した。班の人と協力して行動す

ることもできました。

★津浪小学校
　吉野ヶ里遺跡には、教科書に

のっていた「銅たく」や「カメ

館」などがありました。中でも

高床倉庫には、直径約20㎝の

「ねずみ返し」が本当にあった

のでとても勉強になりました。 

思い出いっぱい

★戸河内小学校
　いのちの旅博物館はとても勉

強になりました。それ以上に恐

竜の化石や動物や昆虫のはく製

など興味を引く物がたくさんあ

ったので、また行ってみたいで

す。　
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広島県山県郡安芸太田町大字上殿632番地2（道の駅来夢とごうち内）　☎28−1800

安芸太田町観光協会（tourism association）通信 第35号

　６月来町校の民泊家庭が不足していたため、５月号で民泊家庭の募集をお願いしましたが、５月下旬ま

でに受入れ家庭が全て決定しました。町民の皆さんにご心配をお掛けしたことをお詫びするとともに、多

大なご協力に対し心から感謝します。

　なお、今回特筆すべきは新たに民泊登録家庭が７家庭増えたことです。

　旅行会社や学校から「安芸太田町の方々は本当に「人情」深いですよね～」と度々言われます。

　町民の皆さんにとってはごく普通の行動・対応が、外から来られる方にとっては非常に人情深いように

映るのです。これこそが町全体で取り組み、かつ感動を共有しながら外部との繋がりを創りだす最良の方

法であると確信しております。この感動を共有した外部との繋がりはやがて定住促進、偏
かたよ

らない経済波及、

過疎地支援に展開していくのです。

　それらをお支えくださる町民の皆さんが、誰でも参加いただける仕組みとしての民泊事業への益々のご

理解とご支援をどうぞよろしくお願いします。　

　学校や旅行会社、現地マスコミなどへ積極的に「人情」を切り口とした営業活動を実施した結果、年々

契約校数が倍増しており、県内最後発で民泊事業をスタートさせた当町ですが、平成27年度県外からの民

泊受注校数は県内トップに躍り出ました。（５月29日現在）

　これは「人情」の意味を教えることが難しくなりつつある都市部の学校が、安芸太田町に教育として「人

情」を生徒達にぜひ教えたいと願うからであり、社会の要請（ニーズ）に合致しているからに他なりません。

　この流れを加速させることで、当町の全体的なブランド力が向上し、さまざまな分野に波及していくこ

とは確実です。

　ぜひ、町民の皆さんとともに、上昇気流に乗りつつある民泊事業を更に前に進めて参りたいと思います。

　当協会では、専任担当者を中心にさまざまな方法で外国人旅行客への誘引を促進して来ました。その結

果、数字以上に目立って外国人の姿が見受けられるようになりました。

　国際都市（広島市）に隣接する当町については、三段峡や恐羅漢山はも

ちろんのこと、現在取り組んでいる【人情田舎体験】などが活用できるた

め、非常に効率の良い投資相手なのです。更に日本人とは「感性」や「興

味」が異なるため、これまで顧みられることが無かった素材がヒットする

可能性を秘めています。

　この度、実証実験として寺院および商店街に外国人団体ツアー客（ハワ

イから約20名）を誘致し、思い切っていつもと異なる切り口の素材を提供

した結果、山県郡内独特のお寺と地域、そして門徒さんとの繋がりの解説

が大好評でしたし、加計商店街では「ＣＵＴＥ（可愛い）」と人気で、熱心

に写真を取り、買い物をしていました。

　ここで大切なことは、競争の厳しい既存市場でしのぎを削るよりも、素

材に適合した市場を見つけるもしくは育てることで、本当に来てくれて良

かったと思っていただけるお客様を増やすことこそ、当会の役割ではない

かということです。

　今回、実証実験にご協力くださった町民の皆さんに心から感謝します。

◆６月の民泊家庭が全て決定しました!! 町民の皆さんのご協力に感謝します!!

◆平成27年度来町校が順調に伸びています!!

◆外国人旅行客を対象に町内特定素材の実証実験を行いました

【平成27年度受注数（途中経過）】

　・民泊について　　　合計９校　神奈川県２校／大阪府５校／沖縄県１校／県内１校（呉市）

　・体験学習について　合計４校　ラフティングなど



隊員だより

「地域おこし協力隊」
は、都市部で生活する
方々など地域外の人材
を地域社会の新たな担
い手として受け入れ、
地域力の維持と強化を
図る取り組みです。　
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　　　　　　　　はじめまして。大阪から参

　　　　　　　りました、池野と申します。

　　　　　　　はじめに公言しておきますが、

阪神タイガースファンではありません。皆さ

んの敵ではございませんのでご安心ください。

　趣味は、サッカー、映画、読書、海外旅行

です。約20か国の海外旅行経験があり、いち

旅行者としての視点で安芸太田町に貢献でき

ればと思います。勤務場所は、観光協会です。

　皆さん、広島カープに関するご指導共々よ

ろしくお願いします。

　　　　　　　　はじめまして、大坪と申し

　　　　　　　ます。小規模農家支援を担当

し、午前はＪＡ広島市戸河内支所内にある太

田川産直市に勤務。午後からは役場の産業振

興課へ勤務します。

　前職では、北海道で農業機械のローン営業

と東京で広報活動（広報誌や社内表彰制度の

運営）などを担当していました。

　安芸太田町には大学時代からよく遊びに来

ていました。もちろん、カープとサンフレッ

チェのファンです。よろしくお願いします。

　４月から着任した今田隊員（情報発信担当）が自身の専門性を活かし、安芸太

田町地域おこし協力隊のホームページを作成しました。情報の出どころが集約さ

れることで、より効果的な情報発信が可能になっていくと予想されます。

　現在、開設からわずか３週間で 2,000PV（ページ閲覧数）を達成するなど、

町内外を問わず多くの方からの反響を得ています。今後、ますます内容を充実さ

せていきますので、どうぞご覧になってください。
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担　当：外国人旅行者誘致推進
前住所：大阪府東大阪市

担　当：小規模農家支援
前住所：東京都墨田区

地域おこし協力隊のホームページができました！

新隊員のご紹介　～５月より８名体制で活動中 ! ～

http://kyoryokutai.akioota-navi.jp/
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自然に親しもう !!
　太田川流域森林整備センターでは、全国森林インストラクター会広島県支部と協力して、2014
年度の自然観察会（全５回）を山県郡安芸太田町で実施します。
　身近なひろしまの自然を知ることからはじめませんか？皆さんの参加をお待ちしています。
　〈参加費無料、申し込みは不要、現地集合現地解散です。〉

※講師の都合により、日程変更の可能性あり

※いずれの日もAM10:00〜12:00の実施で、集合時刻はAM10:00です。各集合場所に直接お集まりくだ
　さい。
※入場料・交通費等の実費は自己負担願います。また、怪我・事故等は自己責任でお願いします。
※小雨決行、豪雨の場合予備日〈11月２日（日）〉に延期。

◇主　催／太田川流域森林整備センター　山県郡安芸太田町大字上殿258
◇問い合わせ先／全国森林インストラクター会広島県支部（事務局）長井
　　　　　　　　☎080−3272−9751　メール paw@ccv.ne.jp

（この事業は、「ひろしまの森づくり県民税」の助成を受けています）

実施日 場所 集合場所 備考
【第２回】
７月６日（日）

恐羅漢スキー場　二軒小屋
（安芸太田町横川） 二軒小屋駐車場

【第３回】
８月３日（日）

雉野原キャンプ場
（安芸太田町加計：温井ダム上流約5㎞） 雉野原キャンプ場駐車場 入場料有

【第４回】
９月７日（日）

ビオトープ川登
（安芸太田町加計：加計から国道433丁川沿い） ビオトープ川登駐車場

【第５回】
10月5日（日）

三段峡水梨口
（安芸太田町松原：深入山から町道水梨線入る） 三段峡水梨口駐車場 駐車場有料

●問い合わせ先／地域づくり課　☎28−2112

森林インストラクター

ひろしまの

　６月14日、川・森・文化・交流センターにおいて、

県政知事懇談「湯﨑英彦の地域の宝チャレンジ・

トーク」が開催されます。皆さんぜひお越しください。

県政知事懇談
「湯

ゆ

﨑
ざき

英
ひで

彦
ひこ

の地域の宝チャレンジ・トーク」が開催されます

■日時／平成26年6月14日（土）
　　　　13：30～14：40（開場13：00）

■会場／川・森・文化・交流センター
　　　　 （山県郡安芸太田町大字加計5908−2）

①「私の挑戦」をテーマとした事例発表
　・小

お

田
だ

竜
たっ

平
ぺい

さん（加計高校生）
　・原

はら

　信
のぶ

彦
ひこ

さん（里山ガイド）
　・岡

おか

上
うえ

多
た

寿
ず

子
こ

さん・林
はやし
　直
なお
子
こ
さん

　　　　　（修道地区女性加工グループ〈ANA郷〉）
　・山

やま

﨑
さき

泰
やす

宜
のり

さん（手づくりハム・ソーセージ店
　　　　　　〈グリュックスシュバイン〉オーナー）
②湯﨑知事まとめ

～‘14年度 自然観察会（安芸太田町）のお知らせ～
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平成26年度
狩猟免許試験のお知らせ

◆提出先　〒730−8511 広島市中区基町10−52　広島県環境県民局 自然環境課 野生生物グループ

●問い合わせ先／産業振興課 ☎28−1973　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121

※広島県に住所を有する満20歳以上の方が受験することができます。
※同一試験日に、複数の種類の免許の試験を受けることができます。

開　催　日 免許の種類 場　　　　所 締切日

7月10日（木） わな猟 三原市久井町和草614　三原市久井公民館 6月30日

7月18日（金） わな猟
第１・２種銃猟 福山市三吉町1-1-1　福山庁舎第１庁舎４階141会議室 7月  8日

7月27日（日） 網猟、わな猟
第１・２種銃猟 広島市中区基町10-52　広島県庁本館６階講堂 7月17日

7月31日（木） わな猟 三次市十日市東4丁目6-1　三次庁舎第３庁舎第601会議室 7月18日

8月  8日（金） わな猟
第１・２種銃猟 庄原市西本町4丁目5-26　庄原市ふれあいセンターコパリホール 7月29日

8月20日（水） わな猟 呉市西中央一丁目3-25　呉庁舎第２庁舎11階大会議室 8月  8日

8月28日（木） わな猟
第１・２種銃猟 東広島市西条昭和町13-10　東広島庁舎会議棟2階会議室 8月18日

9月  4日（木） 網猟、わな猟
第１・２種銃猟 広島市中区基町10-52　広島県庁本館６階講堂 8月25日

■狩猟免許（初心者）講習会

■猟銃等免許取得予備講習会

●狩猟免許試験開催日時および場所

開　催　日 講習内容 場　　　　所
6月29日（日） 網猟、わな猟、第1・2種銃猟 福山市三吉町1-1-1　福山庁舎第１庁舎４階141会議室
7月  6日（日） 網猟、わな猟 三原市久井町和草615-1　三原市久井就業構造改善センター
7月13日（日） 網猟、わな猟、第1・2種銃猟 広島市東区牛田新町1丁目8-3　広島ビックウェーブ会議室
7月20日（日） 網猟、わな猟、第1・2種銃猟 庄原市西本町4丁目5-26　庄原市ふれあいセンターコパリホール
8月10日（日） 網猟、わな猟 呉市広大新開1丁目7-1　呉市総合体育館オークアリーナミーティングルーム
8月16日（土） 網猟、わな猟、第1・2種銃猟 東広島市西条栄町7-48　東広島市中央生涯学習センター
8月24日（日） 網猟、わな猟、第1・2種銃猟 広島市安佐北区可部7丁目28-25　安佐北区民文化センター

○申込期限／各受講日の１週間前　　○受講料／7,000円

◎わな猟、第１・第２種銃猟免許試験に合格後、捕獲班員になられる場合には受験料、受講料の補
　助制度があります。

開　催　日 講習内容 場　　　　所
7月21日（月） 第1、2種銃猟 広島市内（調整中）

※第1・2種銃猟免許を受験される方の受講をお勧めします。

※申請書、受講申込書は、産業振興課または各支所にあります。

●開催日および場所

●開催日および場所

○申込期限／受講日の１週間前（定員40名に達した時点で受付終了）　○受講料／7,000円

　広島県では平成26年度狩猟免許の試験を実施します。
　また、狩猟免許取得をサポートする目的で狩猟免許（初
心者）講習会および猟銃等免許取得予備講習会が下記の日
程で開催されます。

※狩猟免許試験の合格を目指される方に、この講習会の受講をお勧めいたします。



安芸太田町国民健康保険からのお知らせ

●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116（国民健康保険担当まで）

山ゆり健診で受ける 山ゆり健診の基本健診を受ける。

山ゆり健診、申し込まなかったわ 大丈夫! 次の方法がありますよ!

そういえば、毎年、広島市内の病院
で人間ドック受けてるんだけど…

健診のすすめ
　特定健診は、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病などの生活習慣病の発症や重症

化の予防を目的としています。この発症の前兆となるメタボリックシンド

ローム（内臓脂肪症候群）に着目した健診です。生活習慣病は発症するま

で自覚症状がほとんどありません。だからこそ、病気が発症する前に要因

を発見する健診を年に１度は必ず受けて、健康づくりを始めましょう！

特定健診を受けるには、次のような方法があります!

受診方法

①役場から受診券が届く（６月） 
②医療機関に予約する。または、かかりつけの医療機関に相談する。
③受診券、保険証、問診票を持って受診する。
④受診後、結果通知が届く。
⑤特定保健指導の該当者には、後日健康づくり課保健師から保健指導の連絡があります。

健診費用は8,100円ですが、自己負担は1,000円です。
残りの7,100円は国保が負担します。簡単だけどお得な検査です!
これを利用しないのは、もったいないですよね!

個別健診で受ける かかりつけの病院などに申し込んで受ける。

人間ドックで受ける

職場の健診で受ける

人間ドックや職場の健診には、特定健診が含まれてい
ます。健診結果を提出していただくことで、特定健診
を受診したことになりますので、住民生活課または健
康づくり課にご提供ください。（町の指定する医療機関
で人間ドックを受けられる場合には、提出は不要です。）

原爆健診で受ける
原爆手帳をお持ちの方は、10月の原爆被爆者健診と同
時に受けられると無料になります。

私は、パート先で、職場の健診
を受けているわ。

恐れ入りますが、人間ドックの特定健
康診査の結果票または職場健診の結果
票をご提供ください。
受診記録がないと、たびたびご連絡し
てしまいます。保健指導の対象者の方
なら、保健師の指導や運動指導も受け
られますよ！

40歳を超えたら、

特定健診を受けましょう!

健診は健康づくりのスタートです!
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住民生活課

みんなの国民年金

国民年金保険料は
納付期日までに納めましょう

国民年金保険料免除等の申請について

●広島西年金事務所　☎082−232−4171
●住 民 生 活 課　☎28−2116
●加 　計 　支 　所　☎22−1111
●筒 　賀 　支 　所　☎32−2121

問い合わせ先

　平成26年４月分から平成27年３月分までの国民年金保険料は、月額
15,250円です。保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、
金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。また、クレジッ
トカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、そして便利
でお得な口座振替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていただけない方に対して、電話
・書面・面談により早期に納めていただくよう案内を行っています。
　未納のまま放置されると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納
付がない場合は、延滞金が課されるだけでなく、※納付義務のある方の財産を差し押さえること
がありますので、早めの納付をお願いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度がありま
すので、役場住民生活課までご相談ください。
　※納付義務者は被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者及び世帯主になります。

　保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎
年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合があります。
　経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・
猶予となる「保険料免除制度」や「若年者（30歳未満）納付猶予制度」がありますので、役場
住民生活課で手続きをしてください。申請書は窓口に備え付けてあります。
　平成26年度の免除等の受付は平成26年７月１日から
開始され、平成26年７月分から平成27年６月分までの
期間を対象として審査を行います。
　また、今年４月から法律が改正されて、２年１か月前
の月分まで遡及して免除申請をすることができます。
　失業等により保険料を納付することが経済的に困難に
なったものの、申請を忘れていたために未納期間を有し
ている方等は、一度、年金事務所または役場住民生活課
までご相談ください。

国民年金マスコット
レッサーくん
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●問い合わせ先／健康づくり課　☎22−0196

「歯と口は健康 ・元気の源だ」
むし歯の原因を取り除くことが予防につながります。
家族皆で取り組んでむし歯を予防しましょう。

6月4日〜10日

「歯の衛生週間」

～むし歯も生活習慣病～
１． 歯の質を強くする
　　「フッ素入り」の歯磨き剤を使って歯の質を強くしま
　　しょう。
２． 歯垢 （細菌の塊） を除去する
　　食べたら歯を磨きましょう。	 	 	
　　（正しいブラッシング方法でしっかり磨きましょう）
３． 食べ方に気をつける	
　　３度の食事やおやつは、時間を決めて食べるなどだら
　　だら食べないようにしましょう。
４． 定期検診を受けましょう
　　痛い所がなくても定期的にみてもらいましょう。

食べ物

歯 細菌

むし歯の原因（３つの輪）
むし歯は、3つの輪が重なった時に時
間の経過とともに発生・進行します。

むし歯

平成26年度 「禁煙週間」
5月31日（土）～6月6日（金）

　たばこの煙のもたらす健康被害とともに、たばこの臭いは悪臭源のひとつとされています。
　煙のない環境で、命あるものすべてが健やかに過ごせることを目指します。

　安芸太田病院精神科・神経科医師の吉
よし
村
むら
朋
とも
範
のり
先生を招いて今年度はシリーズで「認知症」に

ついて学びます!! 間に脳を活性化するレクレーションも取り入れて…

テーマ 「オールジャパンで、 たばこの煙のない社会を」

「認知症学び講座」の開催について

１回目

２回目

３回目

7月9日（水）
9月10日（水）
11月12日（水）

テーマ：「認知症の人の心の動きは？その対応について」
講　師：安芸太田病院精神科・神経科医師　吉村朋範先生
テーマ：「レクレーションで頭の体操を」
講　師：（有）元気になる遊びの会社　奥

おく

田
だ

裕
ゆう

子
こ

氏
テーマ：「認知症の予防とは？」
講　師：安芸太田病院精神科・神経科医師　吉村朋範先生

安芸太田町
地域包括支援センター

　参加者は登録制とします。お早目の申し込みを…申込締切／７月１日（火）
●申込み・問い合わせ先／健康づくり課内　地域包括支援センター　☎22−2031

時間／午後２時〜３時30分　　場所／安芸太田病院　大会議室



　

　今月の健康運動クラブ第６弾は、運動クラブ会員と住民有志が団結し、５月５日に
行われた広島フラワーフェスティバル「きんさいYOSAKOI」に出場した様子をお伝えします。

町内の運動クラブを紹介します
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　広島フラワーフェスティバルに出場するために総員120名、平均年齢68歳の「安芸太田元気森

もり推進隊」が結成されたのは今年の１月。約５か月の準備期間と毎週厳しい「神楽よさこい」の

練習を積み重ねてきました。

　昨年もパレード部門には出場していましたが、パレード部門とステージ部門両方に出場するのは

初めてのことで、出場者も支援するスタッフも不安と緊張の中、当日を迎えました。

　朝10時、パレードのスタート地点となる田中町はあいにくの雨。しかし、全員の願いが届いたか

のように出場時間が近くなるにつれ晴れ間がのぞき、スタート時にはすっかり晴れました。

　よさこいパレードは平和大通り約1.5㎞の

道のりを50分かけて踊りながら進んでいく

非常に厳しいものでした。そのなかでも出場

者は笑顔を絶やさず精一杯観客に安芸太田の

元気をアピールしました。

　パレード部門の他の出場団体は中学生から

大学生、30代ぐらいまでの若い人が中心と

なっていて、パレード部門の過酷さをどの団

体も意識した構成となっていることがうかが

えました。しかし平均年齢68歳の安芸太田

元気森もり推進隊は、５月の日差しや他の団

体の熱気に負けず、パレード全行程をしっか

り踊りきり、結果は「きらめきプラチナ賞」

パレード部門を２年連続で受賞！ 

　パレード部門が終わってもまだ気を抜けな

い時間が続きます。ステージ部門は4分30秒

の演舞に自分たちがしてきたこと全てを披露

する場です。

　ここでも出場者は「神楽よさこい」の独創

性と安芸太田の人と人との結束力を発揮し、

足並みのきれいに揃った演舞を観客に披露す

ることができました。ステージ部門の結果は

またもや「きらめきプラチナ賞」を受賞！両

部門できらめきプラチナ賞受賞という快挙を

成し遂げました。出場者の５か月間の努力と

熱意が結実した瞬間でした。

　当日本番を迎えるまで、５か月間120名

の人が参画するプロジェクトを動かすのは決

して平坦な道のりばかりではなかったはずで

す。それでも賞を２つも受賞できたのは、出

場者一人ひとりが自分の元気を、県内一人口

の少ない高齢化が進んだまちでも元気を見せ

たい！と、なにより心を一つにし、取り組ん

だ結果ではないでしょうか。

　きんさいＹＯＳＡＫＯＩが終わった後、みんなで流した涙が安芸太田の人の心の温かさを現

わしていると感じました。運動クラブの皆さんには体の元気とともに、心がつながりあう素晴

らしさも教えてもらいました。
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介護保険料の納付にご協力をお願いします

●問い合わせ先／福祉課　☎25−0250

介護保険料の納付にご協力をお願いします

年金【老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金】が年額18万円

年金の定期支払いの際に、受給額から
保険料があらかじめ天引きされます。

本町から送付する納付書や口座振替で
期日までに金融機関などを通じて保険
料を納めていただきます。

以上の人

特別徴収 普通徴収

未満の人

次のような場合には、年金が年額18万円以上でも「普通徴収」になります。 

○年度途中で65歳（第１号被保険者）になった場合
○他の市区町村から転入した場合
○年度途中で年金【老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金】の受給が始まった場合
○収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更となった場合
○年金が一時差し止めとなった場合　など

　　　　　　　　　　　　　　　　　今年度、平成27～29年度の介護保険料の算定を含めた「安芸太田町

　　　　　　　　　　　　　　　　第６期介護保険事業計画および高齢者福祉計画」を策定します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　今回も計画策定に併せ、日常生活圏域ニーズ調査（アンケート調査）

　　　　　　　　　　　　　　　　を実施します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　このアンケート調査は、生活機能評価に併せて「どこに」「どのよ

うな支援を必要としている方が」「どのように生活されておられるのか」をより明確に把握するために行

うもので、６月初旬から中旬にかけて（施設入所者を除く）65歳以上の方に調査票を送付し、回答してい

ただいた調査票を郵送により回収いたします。

　なお、回収しましたアンケート調査の結果は、第６期介護保険事業計画の策定に活かすとともに、介護

が必要になる可能性が高いと思われる方には、後ほど個別に介護予防事業のご案内をいたします。

　日常生活圏域ニーズ調査（アンケート調査）へのご協力をお願いいたします。

日常生活圏域ニーズ
調査を実施します　

　保険料は前年の所得にもとづいて決まりますが、
前年の所得が確定するのは６月以降となります。
　前年度から継続して特別徴収の人は、４･６･８
月は仮に算定された保険料を納めます。（仮徴収）
　10・12・２月は、確定した年間の保険料額から
仮徴収分を差し引いた額を納めます。（本徴収）

〈口座振替をおすすめします〉
　便利で安心な口座振替をおすすめします。納め
に行く手間が省け、納め忘れの心配もありません。
　次のものを持って、町の指定金融機関でお申し
込みください。

○預（貯）金通帳
○印かん
　（通帳届出印）

　65歳以上の方（第１号被保険者）の介護保険料は、平成24〜26年度

の３年間に必要な介護保険の総費用の21％を、本町に住んでいる65歳

以上の方の人数で割った金額が基本となります。

　納付の方法は、次のとおりです。
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安芸太田町公衆衛生推進協議会からのお知らせ

　安芸太田町公衆衛生推進協議会の推進委員は、各地区から選

出されています。推進委員を中心に町民の「環境」と「健康」

をコミュニティで守るために組織されて、地域社会の健全化を

目指して活動しています。

　主な事業内容として、年２回の一斉清掃、ゴミの不法投棄対

策（不法投棄監視カメラ設置等）、各地区のゴミステーションの

ゴミ収集箱の設置、補修に対する補助金を交付しています。

　平成25年度は、一斉清掃を43地区において74回、不法投棄

防止監視カメラを２基設置、ゴミ収集箱については設置３件、

補修２件について補助金を交付しています。

　公衆衛生推進協議会の事業は、皆さまからの環境・健康募金、

会費、町補助金等を財源として活動しております。

　平成25年度は、募金792,550円、会費540,000円のご協力を

いただきました。ありがとうございました。

　今年度についても、皆さんのご協力をいただきますようよろ

しくお願いします。

ゴミ収集箱設置事業等補助金
【補助金の額】設置事業等に係る費用の２分の１とし、５万円を上限とします。
【対 象 要 件】①町内に設置するもので、鉄等の素材で作製された頑丈なもの
　　　　　　 ②ゴミが十分に収集できる大きさのもの
　　　　　　 ③設置事業等とは、ゴミ収集箱の設置および補修とする（補助対象はゴミ収集箱
　　　　　　　 本体費用のみとし、設置については運搬費、設置手数料等は除く）
　　　　　　 ④設置事業等に関し、地区において土地所有者等と協議し了解を得たもの

●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121

※公衆衛生推進協議会の事業については、各地区の公衆衛生推進委員、または事務局（本庁・各支
　所の住民生活課）へお問い合わせください。

不法投棄防止監視カメラ

ゴミ収集箱

　５月15日に社協さんさんネット

加計地区協力員（お互いさん）、加

計小学校の５年生児童と加計高等

学校の生徒、地元公衆衛生推進委

員一緒になって、側溝やガード

レール、校門などをきれいにしま

した。総勢40名の参加があり、あ

っという間に地域がきれいになり

ました。

　学校と地域住民、ボランティア

等がつながって、皆がより身近に

思える地域になるよう願います。

加計地区清掃活動

清掃の様子



消費生活ホットライン

一人で悩まず、 まず相談! 気軽にご相談ください!
産業振興課（役場本庁東館1階）☎28−1973（直通）安芸太田町消費生活相談所
（県庁）　☎082−223−6111広 島 県 生 活 セ ン タ ー

　Ａ銀行を名乗る男性から「あなたは大手企業
Ｂ社の株を買えるリストに載っている。購入し
ないか ｣と電話があったが、よく意味がわから
ず断った。翌日、今度はＢ社の社員という男性
が「自分で自社の株を買うとインサイダー取引
になるのであなたの名前で買わせてほしい。後
日倍にして返す」と言ってきた。
　Ｂ社は有名な会社だから間違いはないだろう
し、お金ももらえるならと思い、指示されたと
おりに口座開設料300万円をＡ銀行に郵送した。
その後も「保証金」などの名目で合計約1,500
万円支払った。
　あまりに高額になったので不安になり、電話
をしてみたがつながらない。

●「買え買え詐欺」の中で、実在する大手企業の株や社債等が販売されているかのよう
　に装って勧誘し、お金を支払わせようとする手口に関する相談が寄せられています。
●大手企業の名前を出すことにより消費者を信用させようとしますが、名前を使われた
　企業が社債等の勧誘を個人向けに行っているという事実はほとんどありません。
●購入を持ちかける業者が、大手銀行や証券会社の名をかたっているケースもあります。
●いったんお金を支払ってしまうと取り戻すのは極めて困難です。うまい話には耳を貸
　さず、きっぱり断りましょう。
●困ったときは、ご相談ください。

ひとこと
助言
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安芸太田町の身近な情報!!
　見知らぬ業者が自宅を訪問し、「近所で仏壇をきれいにされたと聞いた。ぜひ見せてほしい。」
と言い、業者は家にあがり仏壇の各所の修理を促す。
　どうしようかと思ったが、いつのまにか修繕の契約をしていた。翌日修繕の工事に業者がく
るが、どうしたらいいか？　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　というものです。

①見知らぬ業者が訪問してきても、すぐに家に上げない。
②すぐに契約はしないで。
③身近な誰かに相談を！

このような

ときは…

皆さんも

気をつけて!
大手企業の名前を悪用！

買え買え詐欺に注意！

☆クーリングオフで解決しました。



無責任に、 野良

ねこにエサを与

えないでください

　無責任にエサだけ与えていると、その場所に野良ねこが集まり、フンをし
たり、ゴミを荒らしたりします。
　ねこが好きな人たちばかりいるとは限りませんし、飼い主のいない子ねこ
をますます増やしてしまい、結果的に地域の方々に迷惑をかけることになり
ます。エサを与えるだけでなく責任をもって飼いましょう。

　「庭にフンをされた」、「鳴き声が気になる」、
「ゴミを荒らされた」などのねこに関する苦情
が寄せられています。
　近隣の方々に迷惑をかけないよう、屋内で飼
う等の気配りと正しいしつけをして、責任をも
って飼いましょう。

　飼っている猫は、家族の一員として最後まで愛情
を持って飼いましょう。
　捨てられた猫は、交通事故に遭ってしまったり、
野良ねこになってみんなに迷惑をかけてしまいます。
　子ねこが生まれ飼えないときは、新しい飼い主を
探しましょう。

　屋内で飼うことをお勧めします。

　首輪を付けましょう。

　不妊手術を受けさせましょう。

●問い合わせ先／住民生活課 ☎28−2116　加計支所 ☎22−1111　筒賀支所 ☎32−2121
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●問い合わせ先／広島県動物愛護センター　☎0848−86−6511

●問い合わせ先／広島県西部保健所広島支所保健課健康増進係　担当　赤木　☎082−513−5526

飼い犬・飼い猫の引取り方法

①犬猫など販売業者から引取りを求められた場合

②繰り返し引取りを求められた場合

③子犬や子猫の引取りを求める場合であって、センターからの繁殖制限措置を講じる

　旨の指導に応じない場合

④犬猫の高齢化・病気などの理由に引取りを求められた場合

⑤当該犬猫の飼養が困難であると認められない理由により求める場合

⑥引取りを求めるに当たって、あらかじめ新しい飼い主を探す取り組みをしていない場合

○飼い犬・飼い猫の引取りを希望する飼い主は、必ず事前に動物愛護センターに連絡してください。
○動物愛護センターが引取りを承諾した飼い主には、事前に書類を送付します。
○飼い主・飼い猫の引取りをお断りする場合があります。

※動物を捨てることは法律違反です。
ねこを捨てないでください！

　　　　　　　　　　　　広島県では、望ましい食生活や禁煙など、健康

　　　　　　　　　　　づくりを支援する店舗などを「健康生活応援店」

として認証し、県民の主体的な健康づくりを応援しています。

　安芸太田町内では、９店舗が「健康生活応援店」に認証されています。

　町内に「健康生活応援店」が増えると、健康的な生活の推進と健康に配

慮した環境整備につながることが期待されます。

　「ひろしま健康ネット」のホームページから「健康生活応援店」が検索

でき、各店の詳細情報も掲載されています。「健康生活応援店」は、左の

マークが目印ですので、是非ご利用ください。

　町内で禁煙・分煙に取り組んでいる店舗や、栄養成分表示やヘルシーメ

ニューの提供などの取り組みを実施している店舗、または今後取り組む予

定がある店舗などで、登録を希望される場合は、お問合せください。

健康生活応援店募集中!

店舗名 認証項目
お好み焼○○ ヘルシーメニュー
ラーメン△△ 禁煙店



国際交流だより レベッカのページ
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　私はゴールデンウィークに山口県のＡＬＴと一緒に、4 人で鳥取県に車で旅行に行きました。

　鳥取県に着くと、雪がまだ積もった高い山が見えました。友達に「大山という山を登るよ」と言われ、

まさかあんなに大きな山だなんて思っていませんでした！甘かったです…

　翌日の朝から大山に登りました。泥道も雪道も通って疲れましたが、と

ても楽しかったです。頂上で昼ご飯を食べていると、おじいさんに話しか

けられ「私は400回ぐらい登ったことがある」と聞き、大変驚きました！

私も年をとっても登山したいと思いました。

　その後、鳥取砂丘へ行って、もう一人のＡＬＴと会いました。ゴールデ

ンウィークのせいで、キャンプ場はすごく混んでいましたが、砂丘の近く

に、静かなテントが張れる所を見つけました。晩ご飯を食べてから温泉に

入りました。イギリスには、温泉の習慣はないので、少し恥ずかしかった

ですけど、つらい登山の後の温泉は本当に気持ちよかったです。

　次の日は雨が降ってきましたが、そんなに強くなかったので、砂丘を楽

しみました！友達は、ホームセンターで見つけた物で、みんなに砂用のソ

リを作ってくれました。ただ、砂丘はとても急で滑るのが怖かったです。

　男性の友人は、そんなに怖がらずにすぐ滑りましたが、ソリがあまり丈

夫ではなくてすぐ壊れました！（笑）私達女性陣は、ゆっくり滑り無事に

滑りました。（実は、「無事」と言っても、ソリから落ちて、あざだらけに

なりました。）砂まみれでも構わず、何回も砂丘を登ったり滑ったりして、

面白かったです。

　その後、砂の美術館に行きました！１年半前から行きたかったので、と

てもうれしかったです。砂で作られた彫刻は、言葉では言い表せないほど

素晴らしく、細かいところまで彫刻した作者に本当に憧れます。

　今年のテーマは「ロシア」で、マンモスがいた時代から宇宙に探検した

現代まで、ロシアの歴史が砂で表現されています。皆さん、機会があれば、

ぜひ観に行ってください！

　日焼けして、あざができて、風邪気味で、安芸太田町に帰りました。旅

行はどんなに楽しくても、家に戻るとほっとします。

　今年のゴールデンウィークは一生忘れないと思います。これからも、日

本での素晴らしい思い出を作りたいです！

ゴールデンウィーク

民生委員・児童委員厚生労働大臣特別表彰の伝達式を行いました
　５月２日、昨年11月に民生委員・児童委員を任期

満了により退任された、佐
さ

々
さ

木
き

泰
やす

子
こ

さん、武
たけ

田
だ

英
ひで

樹
き

さん、道
どう

菅
かん

貞
てい

二
じ

さん、黒
くろ

田
だ

唯
ただ

司
し

さんが「民生委員・

児童委員厚生労働大臣特別表彰」を受賞され、その

伝達式が安芸太田町役場で行われました。

　この表彰は、民生委員・児童委員を退任された75

歳以上の方で、その退任の日までに15年以上の在職

期間があった方々の長年にわたるご功績に対し特別

表彰を行うものです。

　表彰されましたみなさまの、多年にわたるご貢献

に感謝申しあげますとともに心よりお祝い申しあげ

ます。

民生委員・児童委員は地域を見守りながら、地域住
民の身近な相談役として、また専門機関とのつなぎ
役として地域福祉向上のために広く活動しています。

大山からの眺め

砂の美術館

テミをスノコで連結させた自作ソリ
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上
調
理
の

平
成
26
年
度
調
理
師
試
験

が
実
施
さ
れ
ま
す　
　
　

○
検
査
費
用

　

無
料

●
問
い
合
わ
せ
先

・
県
庁　

被
爆
者
支
援
課

　

☎
０
８
２−

５
１
３−

３
１
１
６

・
福
祉
課　

☎
２
５−

０
２
５
０

　

被
爆
二
世
の
方
の
健
康
管
理
に

役
立
て
て
い
た
だ
く
た
め
、
健
康

診
断
を
実
施
し
ま
す
。

○
対
象
者

　

両
親
の
い
ず
れ
か
が
原
子
爆
弾

　

被
爆
者
で
あ
り
、
次
の
い
ず
れ

　

か
に
該
当
す
る
広
島
県
内
に
居

　

住
す
る
方
。

・
広
島
被
爆
に
あ
っ
て
、
昭
和
21

　

年
６
月
１
日
以
降
に
生
ま
れ
た

　

方
。

・
長
崎
被
爆
に
あ
っ
て
、
昭
和
21

　
年
６
月
４
日
以
降
に
生
ま
れ
た

　

方
。

○
申
込
方
法

　

役
場
な
ど
に
備
え
付
け
の
専
用

　

は
が
き
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

　

県
庁
被
爆
者
支
援
課
へ
申
し
込

　

み
く
だ
さ
い
。

　

広
島
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

　

も
電
子
申
請
に
よ
っ
て
申
し
込

　

み
で
き
ま
す
。

○
申
込
期
間

　

平
成
26
年
６
月
１
日（
日
）か
ら

　

平
成
27
年
１
月
31
日（
土
）ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

※
消
印
有
効

○
実
施
期
間

　

平
成
26
年
６
月
10
日（
火
）か
ら

　

平
成
27
年
２
月
28
日（
土
）ま
で

平
成
26
年
度
被
爆
二
世
健

康
診
断
を
実
施
し
ま
す　

　

業
務
に
従
事
し
た
方

○
願
書
受
付
期
間

　

平
成
26
年
６
月
９
日（
月
）か
ら

　

平
成
26
年
６
月
20
日（
金
）ま
で

　
　
　
　
　
　
　
　

※
消
印
有
効

●
問
い
合
わ
せ
先

・
県
庁　

食
品
生
活
衛
生
課

　

☎
０
８
２−
５
１
３−

３
１
０
６

・
福
祉
課　

☎
２
５−

０
２
５
０

　

検
査
は
事
前
予
約
が
必
要
で
す
。

問
い
合
わ
せ
先
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

◇
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗
体
検
査

　

平
成
26
年
７
月
８
日（
火
）

　

９
時
～
11
時

◇
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
検
査

　

平
成
26
年
７
月
８
日（
火
）

　

13
時
～
15
時

◆
検
査
場
所

　

広
島
県
庁　

農
林
庁
舎
１
階

　

診
察
室
（
広
島
県
西
部
保
健

　

所
広
島
支
所
内
）

●
問
い
合
わ
せ
先

　

広
島
県
西
部
保
健
所
広
島
支
所

　

保
健
課
保
健
対
策
係　

　

☎
０
８
２−

５
１
３−

５
５
２
１

広
島
県
が
行
う
Ｈ
Ｉ
Ｖ
抗

体
・
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
無
料

検
査
日
程
（
７
月
分
）
の

お
知
ら
せ　
　
　
　
　
　

児
童
手
当
「
現
況
届
」
の

提
出
を
忘
れ
ず
に　
　
　

◆
試
験
日

　

平
成
26
年
９
月
７
日（
日
）

◆
募
集
項
目

　

国
家
公
務
員
採
用

◆
受
験
資
格

　

平
成
23
年
４
月
１
日
～
平
成
27

　

年
３
月
の
間
に
高
校
・
中
等
教

　

育
学
校
を
卒
業
・
ま
た
は
卒
業

　

見
込
み
の
者

◆
募
集
受
付
期
間

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
申
し
込
み

　

６
月
23
日（
月
）～

　
　
　
　
　
　

７
月
２
日（
水
）

・
申
し
込
み
ア
ド
レ
ス

　

http://w
w
w
.jinji-shiken.

　

go.jp/juken.htm
l

・
郵
送
ま
た
は
持
参
に
よ
る
申
し

　

込
み

　

６
月
23
日（
月
）～

　
　
　
　
　
　

６
月
26
日（
木
）

　

※
当
日
の
消
印
有
効

●
問
い
合
わ
せ
先

　

広
島
国
税
局　

人
事
第
二
課　

　

☎
０
８
２−

２
２
１−

９
２
１
１

国
税
局
税
務
職
員
募
集

25
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図書館
　だより 筒賀分室 筒賀ふれあいプラザ内

　☎32-2601

戸河内分室 地域支援センター内
　☎28-1966

本　　館 川・森・文化・交流センター内２階
　☎22-1213

☆えほんのもりおはなし会♪
　本　館／6月14日（土）10:30

☆戸河内分室おはなし会♪
　戸河内／6月28日（土）10:30

みんなきてね!

読んでミンサイ新刊案内♪
新しい図書館の仲間をちょっとだけ紹介するよ!

本　
　

館

戸
河
内

筒　

賀

『いちばんよくわかる手相』

『るるぶドライブ中国四国ベストコース’15』

『はなかっぱとひのかっぱ』

『ひつじちゃんみんなにいいおかお』

『豆の上で眠る』

『終物語』上・中・下

『工場』

『ぷくみみちゃん』

『なにからできているでしょーか？』

『まいない節』

『微睡みの海』

『イカになあれ』

『ウーギークックのこどもたち』

『やぎや』

　４月から、ブックスタートに図書館も参加
することになりました。
　絵本の読み聞かせのほか、赤ちゃんにおす
すめブックリストも作成・配布しています。
　ブックスタートとは、「赤ちゃんと絵本を
楽しむ体験」を伝え、「絵本」をプレゼント
する活動です。

ブックスタート

　に参加して

　　います

★本館月末休館日
　　６月２７日（金）

★移動図書館やまびこ号運行日
６月１７日（火）・１９日（木）・２０日（金）

１位『戸河内町史　自然編』
戸河内町／編　戸河内町

２位『しずくちゃん』シリーズ
ぎぼりつこ／作・絵　岩崎書店

３位『舟を編む』　 　三
み

浦
うら

しをん／著　光文社

４位『夢を売る男』
百
ひゃくた

田　尚
なお

樹
き

／著　太田出版社

５位『永遠の０』　　　百
ひゃくた

田　尚
なお

樹
き

／著　講談社

　　『ワンプレートごはん』　　　辰巳出版

貸出ベストリーダー
平成25年度

一般書

児童書

１位『ポケモンをさがせ！』シリーズ
相
あい

原
はら

　和
かず

典
のり

／画　小学館

２位『かいけつゾロリ』シリーズ
原
はら

　ゆたか／作・絵　　ポプラ社

３位『ウルトラマン大図鑑』　　　ポプラ社

４位『ミッケ！』シリーズ
ジーン・マルゾーロ／文　小学館

５位『ちいさなちいさなまほうのおしろ』
さかい　さちえ／作　教育画劇

　　『バムとケロのもりのこや』
島
しま

田
だ

　ゆか／作・絵　文渓堂

　　『ぼうしとったら』　　　　

ツペラツペラ／作　学研教育出版

　　『モンハン日記ぽかぽかアイルー村』
相
あい

坂
さか

　ゆうひ／作　KADOKAWA

BOOK
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安芸太田町は… 　　 3,253人　 　  3,743人 　  6,996人　3,296世帯  2014年(平成26年)5月31日現在

今月の当番医太田川や瀬戸内海に
やさしい暮らしを始めましょう!!

来月の当番医

6月

7月

し尿収集日

６月　　
９日（月） 小板・松原・板ヶ谷・川手・柴木・梶ノ木

11日（水） 香草・空条
12日（木） 古市・新町・神田町
13日（金） 見入ケ崎・加計上原・鮎ケ平・殿賀一円
16日（月） 天神町・巴町・道の口
18日（水） 遅越・辻ノ河原
19日（木） 鵜渡瀬・木坂・加計山崎・上調子
20日（金） 加計土居・滝本
23日（月） 津浪・附地・光石
24日（火） 上殿一円
25日（水） 坪野・上久日市・下久日市・筒賀全域
27日（金） 本町・東旭町・西旭町
30日（月） 宇佐・程原・安野・修道一円
７月　　
１日（火）

遊谷・戸河内土居・寺領一円・月の子
杉の泊・穴袋・草尾・温井・猪山・平見谷

３日（木） 下本郷・田吹
７日（月） 丁川・田之原・穴阿・川登・勝草
８日（火） 上本郷・吉和郷・打梨・那須

９日（水） 小板・松原・板ヶ谷・川手・柴木・梶ノ木
横川

10日（木） 香草・空条
14日（月） 古市・新町・神田町

６日（日）清水医院（内科・小児科・リウマチ科）

13日（日）安芸太田戸河内診療所（内科）

20日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

21日（月）落合整形外科内科（整形外科）

27日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

８日（日）清水医院（内科・小児科・リウマチ科）

15日（日）落合整形外科内科（整形外科）

22日（日）安芸太田病院（救急サブセンター）

29日（日）西山医院（内科）

今月の納税等

町県民税……………………第１期
介護保険料…………………第３期

（納期限:6月30日）
　※納期限を必ず守りましょう

6月
税に関する絵はがき
コンクール入選作品

■開 催 日／6月22日（日） 
■集合場所／坂根町民スポーツ広場
　　　　　　（修道地区）
■受　　付／8:00～　出発／8:30
■コ ー ス／4㎞、7㎞
■参 加 費／100円

第92回 月例ウォーキング

　公共下水道、農業集落排水への接続、浄化槽の設置に
より、生活排水は、直接、水路や川に流される量は減っ
てきています。
　しかし、何気なく水路や川へ流されているものが、大
切な水路や川、海を汚す原因になっています。
　水路や川へ、油や料理くずが流れているとの苦情が
寄せられています。
　油は、布か紙に浸みこませるか固めるなどし、料理く
ずは、水切りして燃えるゴミとして正しく出しましょう。
　ちょっとしたことを意識するだけで、水路や
川、海をきれいすることに繋がります。
　皆さんで、水の環境保全に取組みましょう。
●問い合わせ先／住民生活課　☎28−2116



16この広報紙は環境にやさしい再生紙と、大豆油インキを使用しています。 28
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発
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N
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こ
の
た
び
、
次
の
３
名
の
方
が
長
年
の
功
績
に
よ
り

栄
え
あ
る
叙
勲
を
受
章
さ
れ
ま
し
た
。
お
め
で
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
後
の
ご
健
勝
を
心
か
ら
お
祈
り
し
ま
す
。

平
成
26
年
春
の
叙
勲
受
章【瑞

ずいほうそうこうしょう

宝双光章】
地方自治功労
元筒賀村助役

河
こう

内
ち

　史
し

朗
ろう

さん

（筒賀本郷）

【旭
きょくじつそうこうしょう

日双光章】
地方自治功労

元安芸太田町議会議員

長
なが

尾
お

　勝
かつ

美
み

さん

（上殿中央）

第
22
回
危
険
業
務
従
事
者
叙
勲
受
章

【瑞
ずいほうそうこうしょう

宝双光章】
警察功労
元警視正

佐
さ

々
さ

木
き

賢
けん

莊
そう

さん

（寺領与一野）

空飛べピーマンマン体操

じゅげむパラリコ

あっぱれ☆ぞう組　障害物競争

アンパンマンマーチ

ぴょんぴょん飛び石。 どんどんススメ！

５月２５日

認定こども園とごうち

運動会
　認定こども園とごうちの運動会が行われま

した。

　青空の下、園児たちは笑顔いっぱい元気い

っぱい、とっても頑張りました。


